
「令和６年能登半島地震災害義援金」 

の受付を開始します 
 

平素から共同募金会、日本赤十字社の事業に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、令和６年１月１日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に

人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。 被

災された方々を支援することを目的に下記のとおり義援金の受付を開始いたします。 

記 

1.義援金名     

「令和 6年能登半島地震災害義援金」 

2.受付期間      

中央共同募金会  令和 6年 1月５日（金）～令和６年 6月２8日（金） 

※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。 

※特定の被災県への支援を希望される方はお申し付けください。 

日本赤十字社    令和 6年 1月 5日（金）～令和 6年 12月２７日（金） 

3.受付場所     

美郷町社会福祉協議会（保健福祉センター１階） 

4.義援金の配分   

   本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等 

で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に

基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。  

5.税制上の取り扱い 

この義援金は税制優遇措置の対象となります。 

［該当する税制優遇措置］ 

 ・所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に規定する「国又は 

地方公共 団体に対する寄付金」に該当。 

 ・地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号に規定する「都道 

府県、市 町村又は特別区に対する寄付金」に該当 

以上 

 

お問い合わせ      

美郷町社会福祉協議会  

TEL：0855-75-1345 


